
 

 

 

 

衆議院解散による衆議院議員総選挙が令和８年１月 27日（火）公示、２月８日（日）投票・即日

開票で行われます。あなたが暮らすこの国の行政運営に関わる人を選ぶ大切な選挙です。大切な一

票を無駄にすることがないようにしましょう。 
 

★選挙の種類 
 

・衆議院小選挙区選出議員選挙 
・衆議院比例代表選出議員選挙 
・最高裁判所裁判官国民審査 
 

★投票の方法 
 

①投票所で投票用紙を受取る。 
②投票用紙に候補者等を記入する。 

※選挙の種類ごとに記入事項が異なります。 
 

＜選挙の種類 記入事項＞ 

・小選挙区…候補者の氏名 

・比例代表…政党等の名称または略称 

・国民審査…裁判官ごとに、辞めさせたい意思があれ 

ば×印を記載（なければ何も記入しない） 
 

★投票できる期間 
 

【 選挙期日 】 

・日時 令和８年２月８日（日） 

午前７時～午後８時 

・場所 役場から郵送する入場券に記載された投票所 

・持参する物 投票所入場券 
 

【 期日前投票 】 

投票日当日、都合により投票所に行くことができない 

場合「期日前投票制度」が利用できます。 
 

○期日前投票ができる主な理由 
・仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭 
・投票区外に旅行、帰省、外出等 
・歩行困難 (病気、負傷、身体障害、出産等) 
・天災、悪天候により投票所に到達することができない 
 

○期日前投票ができる期間等 
・期間 令和８年１月 28日(水)※～２月７日(土) 

※国民審査は２月１日(日)～。 
午前８時 30分～午後８時 

・場所 期日前投票所（滑川町役場 １階） 

・持参する物 投票所入場券 

※裏面の「期日前投票宣誓書（兼請求書）」にご記入の 

うえお持ちください。 
 ※投票入場券がなくても投票できます。（身分証明書の 

ご提示をお願いいたします。） 

衆 議 院 議 員 総 選 挙 
の投票日です ２ 

８ (日) 

回 覧 

最高裁判所裁判官国民審査 

★投票所一覧 

滑川町役場 

薬局 

薬局 

詳細は、滑川町ホ

ームページをご覧

ください。 

町ホームページ 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★選挙公報について 
 「選挙公報」を、令和４年９月９日（金）の朝刊に新聞折込み※いたします。 

 なお、選挙公報は「滑川町役場庁舎内」及び「滑川町コミュニティセンター内」での配布もいたし

ます。(配布は 9/10まで（なくなり次第配布終了）) 

※折込みする新聞の名称…朝日新聞、日本経済新聞、埼玉新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞、東

京新聞、報知新聞の各朝刊 
 



 

 

以下の投票制度をご利用できます 
 

〇代理投票 
身体の障害等により、ご自身で文字を書くことができない方は、投票所の受付においてお申し

出ください。投票所の代理投票補助者が、選挙人の意思を確認し、代理で投票用紙に記載します。 

※介助者等が代筆することはできません。 
 

〇点字投票 
視力に障害のある方には、点字器と点字用投票用紙を用意してありますので、投票所の受付に

おいてお申し出ください。 

 

 

〇不在者投票 
  不在者投票は事前の申請等が必要となります。手続きに時間を要しますので、お早めにお問い

合わせください。 
 

  ・滞在先での不在者投票 
   国内での長期出張等で、投票日に投票所へ行くことができない方は、滞在する最寄りの市区

町村選挙管理委員会で投票することができます。 
  

  ・指定施設での不在者投票 
   都道府県の選挙管理委員会が指定した施設（病院、老人ホーム等）に入院又は入所中の方は、

その施設で投票することができます。施設によって、投票の日を指定する場合がありますので、

お早めに施設の方へご相談ください。 
 

・郵便等による不在者投票 
身体に重度の障害等があり、投票所へ行くことができない方で、一定の要件（下記の表参照）

に該当する場合は、自宅等で投票することができます。なお、事前の認知が必要となります。 
 

【身体障害者手帳】 

障 害 名 
障害の程度 

１級 ２級 ３級 

両下肢、体幹、移動機能の障害 〇 〇  

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 〇 ― 〇 

免疫、肝臓の障害 〇 〇 〇 
 

【戦傷病者手帳】 

障 害 名 
障害の程度 

特別 

項症 

第１ 

項症 

第２ 

項症 

第３ 

項症 

両下肢、体幹の障害 〇 〇 〇  

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 〇 〇 〇 〇 
 

【介護保険の被保険者証】 

要介護状態区分 要介護５ 

 

・特例郵便投票制度 
  新型コロナウイルス感染症の患者は、所定の手続きにより自宅等で投票することができます。 

裏面もご覧ください 



  ※濃厚接触者は対象となりません。 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

滑川町選挙管理委員会 

 電話：0493-56-2211(代表) 


